


介
・
上
野
雄
輝
・
丸
山
紗
加
・
丸

山
矩
加)

、
優
秀
＝
南
部
中
学
生
、

●
絵
画
の
部 

最
優
秀
＝
萩
野
丹

音
、
●
毛
筆
の
部 

優
秀
＝
丸
山

由
梨
乃
、
佳
作
＝
西
畑
友
里
恵

７
月
28
日(

火)

か
ら
埼
玉
県
で
開

催
さ
れ
る
全
国
高
校
総
体(

イ
ン

タ
ー
ハ
イ)

に
出
場
し
ま
す
。
新

体
操
部
も
、
団
体
の
部
に
中
西
、
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５
月
27
日(

火)

、
元
南
部
町

漁
業
協
同
組
合
長 

西
野
正
和

　
５
月
23
日(

金)

か
ら
４
日
間
、

県
高
校
総
体
レ
ス
リ
ン
グ
競
技

が
和
歌
山
市
で
あ
り
、
南
部
高

校
レ
ス
リ
ン
グ
部
の
西
口
佳
孝

選
手(

３
年)

が
60
キ
ロ
級
で
、

松
田
成
実
選
手(

同)
が
74
キ
ロ

級
で
そ
れ
ぞ
れ
優
勝
し
ま
し
た
。

１
２
０
キ
ロ
級
で
も
築
山
卓
哉

選
手(

１
年)

が
３
位
に
、
総
合

で
４
位
に
入
賞
し
ま
し
た
。

　
ま
た
、
５
月
30
日(

土)

、
６
月

１
日(

日)

に
行
わ
れ
た
新
体
操
競

技
の
部
で
、
同
校
新
体
操
部
が

さ
ん(

堺)

、
県
漬
物
組
合
連
合

会
理
事
長 

河
本
武
さ
ん(

東
吉

田)

に
県
知
事
か
ら
そ
れ
ぞ
れ

功
労
表
彰
が
贈
ら
れ
ま
し
た
。

　
西
野
さ
ん
は
、
長
年
に
わ
た

り
地
域
漁
業
の
振
興
に
取
り
組

む
と
と
も
に
漁
協
の
運
営
に
尽

力
し
ま
し
た
。
平
成
19
年
、
漁

協
の
広
域
合
併
に
あ
た
っ
て
は

組
合
長
と
し
て
中
心
的
役
割
を

果
た
し
、
紀
州
日
高
漁
業
協
同

組
合
設
立
の
た
め
多
大
な
貢
献

を
し
た
こ
と
が
評
価
さ
れ
た
も

の
で
す
。

　
河
本
さ
ん
は
、
県
漬
物
組
合

連
合
会
理
事
長
な
ど
、
町
や
紀

南
地
域
、
県
の
組
合
の
要
職
を

歴
任
、
梅
干
の
原
料
原
産
地
表

示
の
推
進
を
は
じ
め
、
梅
の
消

費
拡
大
、
紀
州
梅
ブ
ラ
ン
ド
の

育
成
強
化
に
尽
力
し
て
き
ま
し

た
。
そ
の
梅
加
工
業
の
発
展
と

梅
産
業
の
活
性
化
に
果
た
し
た

大
き
な
役
割
が
評
価
さ
れ
た
も

の
で
す
。

西野正和さん河本　武さん

女
子
団
体
の
部
で
優
勝
し
ま
し

橋
啓
子
選
手(

同)

が
４
位
に
入

賞
し
ま
し
た
。

　
な
お
、
優
勝
し
た
レ
ス
リ
ン
グ

部
の
西
口
選
手
、
松
田
選
手
は
、

瀬
戸
百
合
子(

３
年)

、
小
松
、

大
村
、
石
橋
、
佐
井
川
真
里
栄

(

１
年)

、
谷
口
陽
佳(

同)

の

７
選
手
、
個
人
の
部
に
小
松

選
手
が
出
場
し
ま
す
。

　
６
月
17
日(

火)

、
有
田
川
町

で
行
わ
れ
た
２
０
０
８
年
度

県
フ
ラ
ワ
ー
ア
レ
ン
ジ
メ
ン

ト
競
技
会(

県
学
校
農
業
ク
ラ

↑

　
子
ど
も
た
ち
に
は
夏
休
み
を

楽
し
く
過
ご
し
て
、
思
い
出
を

い
っ
ぱ
い
つ
く
っ
て
ほ
し
い
も

の
で
す
ね
。

　
そ
こ
で
、
夏
休
み
を
だ
ら
だ

ら
過
ご
さ
な
い
よ
う
、
子
ど
も

た
ち
に
で
き
る
だ
け
実
行
し
て

ほ
し
い
生
活
習
慣
を
あ
げ
て
み

ま
す
。

■
い
つ
も
と
同
じ
時
間
に
起
床

し
ま
し
ょ
う
。
就
寝
時
間
も
で

き
る
だ
け
早
く
。（
ラ
ジ
オ
体
操

に
行
け
ば
Ｏ
Ｋ
で
す
ね
）

■
朝
ご
は
ん
を
家
族
そ
ろ
っ
て

食
べ
ま
し
ょ
う
。（
朝
食
を
と
る

こ
と
で
一
日
を
早
く
ス
タ
ー
ト

さ
せ
た
い
で
す
ね
）

■
午
前
中
の
涼
し
い
時
期
に
、

一
定
時
間
勉
強
す
る
習
慣
を
つ

け
ま
し
ょ
う
。（
10
時
ま
で
は
外

で
遊
ば
ず
家
で
勉
強
し
た
い
で

す
ね
）

■
テ
レ
ビ
ゲ
ー
ム
や
パ
ソ
コ
ン

の
使
用
な
ど
、
あ
る
程
度
時
間
を

決
め
て
や
り
過
ぎ
な
い
よ
う
に

し
ま
し
ょ
う
。（
夏
休
み
は
い
ろ

ん
な
こ
と
に
時
間
が
使
え
ま
す
。

ゲ
ー
ム
だ
け
で
は
も
っ
た
い
な

い
で
す
ね
）

■
で
き
る
だ
け
外
に
出
て
遊
ん

だ
り
、
運
動
し
た
り
し
ま
し
ょ

う
。（
家
の
涼
し
い
場
所
に
ば
か

り
い
る
と
、
子
ど
も
と
い
え
ど
も

体
が
な
ま
っ
て
し
ま
い
ま
す
）

■
自
分
に
で
き
る
家
の
お
手
伝

い
を
決
め
て
続
け
ま
し
ょ
う
。

（
今
ま
で
や
っ
て
い
な
い
子
ど
も

も
、
習
慣
づ
け
る
の
に
い
い
チ
ャ

ン
ス
で
す
）

■
夏
休
み
の
間
に
読
む
本
を
決

め
て
チ
ャ
レ
ン
ジ
し
ま
し
ょ
う
。

（
宿
題
の
ほ
か
に
、
お
う
ち
の
人

と
一
緒
に
選
ん
で
読
む
本
が

あ
っ
て
も
い
い
で
す
ね
）

■
夏
休
み
に
し
か
で
き
な
い
体

験
の
予
定
を
立
て
て
実
行
し
て

み
ま
せ
ん
か
。（
野
外
キ
ャ
ン
プ
、

自
然
体
験
、植
物
・
生
物
の
観
察
、

自
由
研
究
な
ど
…
）

■
「
夏
休
み
に
は
○
○
に
チ
ャ
レ

ン
ジ
！
」
と
目
標
を
も
ち
ま
し
ょ

う
。（
内
容
に
つ
い
て
、
お
う
ち

で
話
し
合
っ
て
み
ま
し
ょ
う
）

　７月も後半になると、夏休みが始まります。子
どもたちは指折り数えて待っていることでしょう。
　大人の皆さんは、子どもたちがすてきな夏休み
がおくれるようあたたかく見守ってやっていただ
ければ幸いです。

た
。
女
子
個
人
の
部
で
も
小

松
由
似
選
手(

２
年)

が
優
勝
、

中
西
萌
選
手(

３
年)

と
大
村

優
選
手(

１
年)

が
２
位
、
石

ブ
連
盟
主
催)

で
、
南
部
高
校
３

年
、
泰
地
麻
美
さ
ん
が
最
優
秀
賞

に
選
ば
れ
ま
し
た
。
泰
地
さ
ん

は
、
11
月
に
大
阪
市
で
開
か
れ
る

全
国
産
業
教
育
フ
ェ
ア
大
阪
大

会
・
フ
ラ
ワ
ー
ア
レ
ン
ジ
メ
ン
ト

コ
ン
テ
ス
ト
に
県
代
表
と
し
て

出
場
し
ま
す
。

　
５
月
11
日(

日)

、
白
浜
町
で
行

わ
れ
た
少
林
寺
拳
法
第
31
回
紀

南
熊
野
少
年
拳
士
大
会
で
、
南
部

道
院
が
今
年
も
総
合
成
績
で
優

勝
し
ま
し
た
。
ま
た
、
次
の
子
ど

も
た
ち
が
優
秀
な
成
績
を
納
め

ま
し
た
。

●
小
学
２
年
生
以
下
の
部 

優
秀

(

２
位)

＝
小
西
翔
太
・
杉
本
侑

亮
、
●
小
学
３
年
生
の
部 

最
優

秀(

１
位)

＝
児
玉
悠
・
庄
司
和

真
、
優
秀
＝
尾
崎
歩
夢
・
上
野
恵

吾
、
●
小
学
４
年
生
の
部 

最
優

秀
＝
小
谷
啓
介
・
沖
見
史
哉
、
優

秀
＝
小
西
悠
介
・
上
野
雄
輝
、
４

位
＝
丸
山
紗
加
・
丸
山
矩
加
、
６

位
＝
川
口
洋
介
・
吉
田
享
弘
、
●

小
学
５
年
生
の
部 

５
位
＝
藁
科

駿
人
・
井
上
崚
、
●
小
学
６
年
生

の
部 

最
優
秀
＝
西
山
誠
志
・
宮

﨑
太
一
、
優
秀
＝
小
谷
直
也
・
谷

勇
気(

※
宮
﨑
太
一
は
５
年
生)

、

●
中
学
生
の
部 

最
優
秀
＝
沖
見

祐
紀
・
西
山
千
香
・
鈴
木
し
お
り
、

優
秀
＝
﨑
山
晴
佳
・
谷
川
実
芳
、

優
良(

３
位)

＝
西
畑
友
里
恵
・

萩
野
丹
音
、
●
団
体
演
武 

最
優

秀
＝
南
部
小
学
生(

宮
﨑
太
一
・

西
山
誠
志
・
坂
北
瑞
歩
・
谷
勇
気
・

小
西
悠
介
・
沖
見
史
哉
・
小
谷
啓

　
５
月
17
日(

土)

、
24
日(

土)

、
第

４
回
町
少
年
野
球
連
盟
杯
大
会

が
共
和
球
場
で
行
わ
れ
ま
し
た
。

町
内
の
８
チ
ー
ム
が
出
場
し
て

熱
戦
の
結
果
、
共
和
チ
ー
ム
が
優

勝
、
清
川
チ
ー
ム
が
準
優
勝
し
ま

し
た
。

　
共
和
チ
ー
ム
の
メ
ン
バ
ー
は

次
の
子
ど
も
た
ち
で
す
。

　
舟
越
彩
人
、
樫
山
真
路
、
前
山

拓
海
、
松
本
康
平
、
谷
村
佳
伸
、

片
岡
誉
行
、
武
田
真
樹
、
松
本
啓

吾
、
西
山
誠
志
、
井
出
絋
希
、
鎌

塚
正
太
、小
山
翔
也
、関
本
直
希
、

前
田
智
史
、
中
松
知
也
、
松
本
隼

人
、
筋
本
晃
至
、
小
山
倖
生
、
武

田
僚
大
、
岩
本
和
真
、
森
本
敦
貴

南高レスリング部
　西口選手と松田選手

南高新体操部の皆さん

泰地さんと最優秀賞を獲得した
作品と

〔
敬
称
略
〕 共和チームの子どもたち

南
部
道
院
の
子
ど
も
た
ち



県
民
税
相
当
額
を
還
付
し
ま
す
。

(

但
し
、
平
成
20
年
度
の
み)

　
対
象
と
な
る
方
に
は
す
で
に

減
額
申
告
書
を
送
付
し
て
い
ま

す
の
で
、
記
入
の
上
、
７
月
末
ま

で
に
税
務
課
へ
提
出
し
て
く
だ

さ
い
。(

※
該
当
す
る
が
、
今
年
１

月
１
日
現
在
、
他
市
町
村
の
住
民

で
あ
り
、
そ
の
後
み
な
べ
町
へ
転

入
し
て
き
た
と
い
う
方
は
、
そ
の

市
町
村
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い)

　
平
成
11
年
か
ら
18
年
ま
で
の

間
に
住
宅
を
取
得
し
て
入
居
さ

れ
た
方
で
、
税
源
移
譲
に
よ
り
所

得
税
額
が
減
少
し
住
宅
ロ
ー
ン

控
除
が
控
除
し
き
れ
な
く
な
る

場
合
、
翌
年
度
の
町
県
民
税
の
所

得
割
額
か
ら
控
除
で
き
ま
す
。

　
但
し
、
控
除
の
適
用
を
受
け
る

に
は
、
毎
年
申
告
書
の
提
出
が
必

要
で
す
。

　
個
人
の
町
県
民
税
の
納
付
方

法
に
は
、
給
与
か
ら
天
引
き
さ
せ

　
住
民
税
＝
町
県
民
税
は
、
町
民

の
皆
さ
ん
の
日
常
生
活
と
密
接

に
結
び
つ
い
た
多
く
の
サ
ー
ビ

ス
を
行
う
た
め
に
必
要
な
財
源

で
す
。

　
昨
年
、
国
か
ら
地
方
へ
税
源
を

移
譲
す
る
た
め
、
所
得
税
と
町
県

民
税
の
税
率
が
改
正
さ
れ
ま
し

た
。
改
正
に
よ
っ
て
所
得
税
は
減

額
し
ま
し
た
が
、
町
県
民
税
は
増

額
し
て
い
ま
す
。

　
昭
和
15
年
１
月
２
日
以
前
の

生
ま
れ
で
、
前
年
の
合
計
所
得
額

が
１
２
５
万
円
以
下
の
方
に
適

用
さ
れ
て
い
た
老
年
者
非
課
税

措
置
廃
止
の
経
過
措
置
が
な
く

な
り
、
全
額
課
税
と
な
り
ま
す
。

　
税
源
移
譲
に
よ
っ
て
所
得
税

は
減
額
し
な
か
っ
た
が
、
町
県
民

税
が
増
額
し
た
方
に
つ
い
て
は
、

税
源
移
譲
に
よ
り
増
額
し
た
町

45

　
固
定
資
産
税
は
、
毎
年
１
月
１

日(

賦
課
期
日)

現
在
に
土
地
・

家
屋
や
償
却
資
産
の
所
有
者
と

し
て
、
登
記
簿
や
課
税
台
帳
に
登

記
、
ま
た
は
登
録
さ
れ
て
い
る
方

に
納
め
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　
固
定
資
産
税
の
課
税
標
準
額

は
原
則
と
し
て
、
固
定
資
産
課
税

台
帳
に
登
録
さ
れ
た
価
格
で
す
。

た
だ
し
、
課
税
標
準
額
が
、
次
の

金
額
に
満
た
な
い
場
合
は
課
税

さ
れ
ま
せ
ん
。

▽
土
地
30
万
円
、
▽
家
屋
20
万

円
、
▽
償
却
資
産
１
５
０
万
円

　
税
額
の
計
算
方
法
は
、
課
税
標

準
額
×
税
率
１
・
４
％
で
す
。

　
固
定
資
産
税
も
、
７
月
が
第
１

期
と
全
期
前
納
の
納
期
で
す
。

　
７
月
中
ご
ろ
納
税
通
知
書
を

納
税
対
象
の
方
に
送
り
ま
す
の

で
、
納
期
内
に
納
付
を
お
願
い
し

ま
す
。

　
な
お
、
第
２
期
以
降
の
納
期
は

次
の
通
り
で
す
。

▼
２
期
・
９
月
、
▼
３
期
・
11
月
、

▼
４
期
・
来
年
２
月

　
国
民
健
康
保
険(

国
保)

は
国

保
に
加
入
し
て
い
る
皆
さ
ん
の

ご
理
解
と
ご
協
力
を
い
た
だ
き

な
が
ら
運
営
し
て
い
ま
す
。
国

保
税
は
そ
の
大
切
な
運
営
財
源

で
す
。

　
こ
れ
ま
で
国
保
税
は
医
療
保

険
分
と
介
護
保
険
分
の
２
本
立

て
で
し
た
が
、
平
成
20
年
度
か

ら
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
が
始

ま
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
後
期
高

齢
者
支
援
金
分
を
加
え
た
３
本

立
て
に
な
り
ま
し
た
。

　
こ
れ
は
、
75
歳
以
上
の
方
の

医
療
分
を
、
75
歳
以
上
の
方

(

※)

だ
け
で
な
く
、
若
年
層
に

も
負
担
し
て
い
た
だ
く
こ
と
で

後
期
高
齢
者
医
療
を
支
え
て
い

こ
う
と
い
う
目
的
か
ら
で
す
。

(

※
75
歳
以
上
の
方
は
後
期
高
齢

者
医
療
保
険
料
を
納
め
て
い
た

だ
き
ま
す)

　
３
本
立
て
と
な
っ
た
平
成
20

年
度
の
税
率
は
国
保
運
営
協
議

会
で
審
議
後
、
第
２
回
定
例
町

議
会(

５
月
議
会)

で
可
決
さ
れ
、

左
表
の
通
り
決
定
し
ま
し
た
。
　

　
ま
た
、
平
成
20
年
度
の
国
保
税

収
を
当
初
予
算
よ
り
４
千
万
円

減
額
す
る
補
正
予
算
も
可
決
さ

れ
ま
し
た
。
平
成
19
年
度
国
保
会

計
決
算(

見
込
み)

で
は
、
医
療

費(

保
険
給
付
費)

の
見
込
み
額

は
約
11
億
１
７
０
０
万
円
と
18

年
度
決
算
額
よ
り
約
４
０
０
０

万
円
増
え
て
い
ま
す
。
し
か
し
、

国
、
県
か
ら
の
助
成
金(

財
政
調

整
交
付
金)

な
ど
が
当
初
予
算
よ

り
多
く
入
っ
て
き
た
こ
と
な
ど

か
ら
、
20
年
度
へ
の
繰
越
金
が
増

え
た
の
で
、
国
保
税
を
減
額
す
る

こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　
平
成
20
年
度
の
国
保
税
は
、
全

加
入
世
帯
に
課
税
さ
れ
る
後
期

高
齢
者
支
援
金
分
を
加
え
、
医
療

保
険
分
と
介
護
保
険
分
の
各
税

率
等
を
下
げ
て
い
ま
す
。

　
こ
れ
に
よ
り
３
本
立
て
に
は

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

な
り
ま
し
た
が
、
１
人
あ
た
り
の

国
保
税
額
は
、
２
本
立
て
で
あ
っ

た
前
年
度
と
比
べ
平
均
で
約
１

割
減
額
と
し
て
い
ま
す
。

　
国
保
税
は
、
左
表
の
よ
う
に
国

保
加
入
世
帯
員
の
所
得
や
資
産
、

人
数
な
ど
に
応
じ
て
世
帯
に
課

税
さ
れ
、
世
帯
主
が
納
税
義
務
者

と
な
り
ま
す
。（
国
保
加
入
者
で

あ
る
な
し
に
か
か
わ
ら
ず
、
原
則

と
し
て
世
帯
主
に
国
保
税
を
納

め
る
義
務
が
あ
り
ま
す
）

　
な
お
、
国
保
加
入
者
の
各
年
齢

層
の
課
税
方
法
は
次
の
通
り
で

す
。

①
国
保
加
入
の
39
歳
以
下
の
方

(

介
護
保
険
未
加
入
者)

　
医
療
保
険
分
＋
後
期
高
齢
者

支
援
金
分
が
課
税
さ
れ
ま
す
。

〔
年
度
途
中
で
40
歳
に
な
る
方
は
、

誕
生
月
分
か
ら
介
護
保
険
分
も

合
わ
せ
て
課
税
さ
れ
ま
す
〕

②
国
保
加
入
の
40
歳
以
上
64
歳

以
下
の
方(

介
護
保
険
の
第
２
号

被
保
険
者)

　
医
療
保
険
分
＋
後
期
高
齢
者

支
援
金
分
＋
介
護
保
険
分
が
課

税
さ
れ
ま
す
。〔
年
度
途
中
で
65

（１世帯につき）

医療保険分 後期高齢者
支 援 金 分１世帯の国保税

（各世帯の収入
に応じて）

（各世帯の資産
に応じて）

（各世帯の加入
者に応じて）

(560,000円)

(26,400円)

(23,100円)

(22.65％) (7.69％)

(6.91％)

〔( )内は平成19年度〕

介護保険分

(90,000円)

(6,800円)

(10,600円)

(2.21％)

町
県
民
税
、
固
定
資
産
税
、
国

民
健
康
保
険
税
と
も
、
第
１
期

と
全
期
前
納
の
納
期
限
は
７

月
31
日(

木)

で
す
。

納
付
に
は
確
実
・
便
利
な
口
座

振
替
も
あ
り
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ

ご
利
用
く
だ
さ
い
。

　
町
県
民
税
と
固
定
資
産
税

に
は
、
第
１
期
納
期
限
ま
で
に

全
税
額
を
一
括
納
付
し
て
い

た
だ
く
と
、
前
納
報
奨
金
を
差

し
引
く
全
期
前
納
制
度
が
あ

り
ま
す
。(

但
し
、
10
円
未
満
端

数
は
切
り
捨
て)

　
ぜ
ひ
お
得
な
こ
の
制
度
を

ご
利
用
く
だ
さ
い
。

■■

て
い
た
だ
く
特
別
徴
収
と
、
納
税

通
知
書
に
よ
っ
て
支
払
っ
て
い

た
だ
く
普
通
徴
収
が
あ
り
ま
す
。

　
７
月
は
、
普
通
徴
収
の
第
１
期

と
全
期
前
納
の
納
期
で
す
。
納
税

通
知
書
は
７
月
中
ご
ろ
納
税
対

象
の
方
に
送
付
し
ま
す
の
で
、
納

期
内
に
納
付
を
お
願
い
し
ま
す
。

　
な
お
、
第
２
期
以
降
の
納
期
は

次
の
通
り
で
す
。

▼
２
期
・
８
月
、
▼
３
期
・
10
月
、

▼
４
期
・
来
年
１
月

　　　　　　　もともと国保世帯で、他の世帯員が後
期高齢者医療制度へ移行して国保の被保険者でなく
なったため、１人だけが国保に残った世帯のことをい
います。特定世帯となった月が属する年度中（３月末
まで）と、その翌年度４月から５年間は、国保税の平
等割が２分の１になります

※特定世帯とは→

●医療保険分と後期高齢者支援金分は、74歳以下の国保加入
　者全員が対象です。

●介護保険分は、40歳以上64歳以下の方が対象です。

(

６
ペ
ー
ジ
へ
続
き
ま
す)

(納税通知書は７月中ごろ送付します)

歳
に
な
る
方
は
、
誕
生
月

の
前
月
分
ま
で
の
介
護
保

険
分
が
国
保
税
と
し
て
２

月
ま
で
の
納
期
に
分
け
て

課
税
さ
れ
ま
す
。(

※
誕
生

月
以
降
は
介
護
保
険
料
と

し
て
別
途
納
め
て
い
た
だ

き
ま
す)

〕

③
国
保
加
入
の
65
歳
以
上

74
歳
以
下
の
方(

介
護
保

険
の
第
１
号
被
保
険
者)

　
医
療
保
険
分
＋
後
期
高

齢
者
支
援
金
分
が
課
税
さ

れ
ま
す
。

　
介
護
保
険
料
は
別
途
、

原
則
と
し
て
年
金
か
ら
差

し
引
か
れ
ま
す
。

●低所得の方は、基準に該当すれば国保税の軽減が受けられま
　す。但し、低所得であっても、未申告ですと軽減対象にはな
　りませんので、国保税の所得申告を行うことが必要です。

(　－　)

(　－　)

(　－　)

(　－　)

(　－　)



　　
所
得
の
低
い
世
帯
の
方
は
、
世

帯
の
所
得
水
準(

同
一
世
帯
の
被

保
険
者
と
世
帯
主
の
総
所
得
金

額
等
の
合
計
額)

に
応
じ
て
、
保

険
料
の
均
等
割
額
が
左
表
の
よ

う
に
軽
減
さ
れ
ま
す
。

　
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
移

行
す
る
前
日
ま
で
、
サ
ラ
リ
ー
マ

ン
な
ど(

社
会
保
険
や
共
済
組
合

納
付
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。

▼
平
成
19
年
９
月
末
現
在
、
ま

だ
75
歳
に
な
っ
て
い
な
か
っ
た

▼
平
成
20
年
１
月
16
日
時
点
で

国
保
や
国
保
組
合
に
加
入
し
て

い
な
か
っ
た

▼
年
金
の
年
間
受
給
額
が
18
万

円
未
満
で
あ
る

▼
介
護
保
険
料
と
後
期
高
齢
者

医
療
保
険
料
の
合
計
額
が
、
年

金
の
年
間
受
給
額
の
半
分
以
上

で
あ
る

　
今
年
度
の
保
険
料
は
、
平
成

19
年
中
の
所
得
が
確
定
し
た
後

に
決
定
し
ま
す
。
そ
の
結
果
次

第
で
納
付
方
法
が
変
わ
る
場
合

が
あ
り
ま
す
。

　
今
年
４
月
か
ら
、
75
歳
以
上
の

方(

一
定
の
障
が
い
が
あ
る
方
は

65
歳
以
上)

を
対
象
に
後
期
高
齢

者
医
療
が
始
ま
り
ま
し
た
。

　
後
期
高
齢
者
医
療
の
保
険
料

は
、
加
入
者
全
員
に
等
し
く
負
担

し
て
い
た
だ
く
均
等
割
額
と
、
所

得
に
応
じ
て
負
担
し
て
い
た
だ
く

所
得
割
額(
率)
が
あ
り
ま
す
。

　
そ
の
金
額(
率)
は
原
則
と
し

て
和
歌
山
県
内
均
一
で
す
が
、
み

な
べ
町
の
場
合
、
１
人
あ
た
り
老

人
医
療
給
付
費
が
県
内
平
均
よ
り

20
％
以
上
低
い
た
め
、
県
内
均
一

金
額
よ
り
安
く
な
っ
て
い
ま
す
。

▼
町
の
均
等
割
額
　
３
万
７
６
５

９
円(

県
内
均
一
４
万
３
３
７
５
円)

▼
町
の
所
得
割
率 

６
・
88
％

　
　
　
　
　 (

県
内
均
一
７
・
92
％)

(

こ
の
保
険
料
は
経
過
措
置
で
あ

り
、
平
成
20
年
度
か
ら
６
年
の
間

に
順
次
引
き
上
げ
ら
れ
、
最
終
的

に
は
県
内
均
一
と
同
じ
保
険
料
に

な
り
ま
す)

▽
10
月
〜
来
年
３
月
の
保

険
料
・
均
等
割
額
の
負
担

が
９
割
軽
減
さ
れ
ま
す
。

　
な
お
、
サ
ラ
リ
ー
マ
ン

の
家
族
に
扶
養
さ
れ
て
い

た
の
に
、
年
金
か
ら
保
険

料
が
天
引
き
さ
れ
て
い
る

と
い
う
方
は
、
保
健
福
祉

課(

℡
72-

２
５
４
４)

へ

ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

　
７
月
に
平
成
19
年
中
の

所
得
が
確
定
し
た
後
、
平

成
20
年
度
の
保
険
料
が
決

■
国
保
か
ら
後
期
高
齢
者
医
療
制

度
へ
移
行
し
た
75
歳
以
上
の
方

(

介
護
保
険
の
第
１
号
被
保
険
者)

　
移
行
後
は
国
保
税
は
課
税
さ

れ
ま
せ
ん
。 (
※
注
　
但
し
、国

保
税
は
世
帯
主
が
納
税
義
務
者

に
な
る
た
め
、
75
歳
以
上
の
方

が
世
帯
主
で
あ
る
場
合
、
納
付

書
は
75
歳
以
上
の
方
宛
に
届
き

ま
す
の
で
ご
留
意
く
だ
さ
い)

　
な
お
、
後
期
高
齢
者
医
療
保

険
料
と
介
護
保
険
料
を
別
々
に

納
め
て
い
た
だ
き
ま
す
。
後
期

高
齢
者
医
療
保
険
料
と
介
護
保

険
料
は
原
則
と
し
て
年
金
か
ら

差
し
引
か
れ
ま
す
。

　
国
保
税
も
、
７
月
が
第
１
期

の
納
期
で
す
。
納
税
通
知
書
を

７
月
中
ご
ろ
納
税
対
象
の
世
帯

に
送
付
し
ま
す
の
で
、
国
保
会

計
の
安
定
し
た
運
営
と
健
全
化

の
た
め
納
期
内
の
納
付
を
お
願

い
し
ま
す
。

　
な
お
、
納
期
は
７
月
〜
来
年

２
月
の
毎
月(

全
８
回)

で
す
。

67

定
し
ま
す
。

　
決
定
後
、
後
期
高
齢
者
医
療
の

対
象
の
皆
さ
ん
に
、
お
し
ら
せ

『
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
に
つ

い
て
』
と
、
次
の
よ
う
な
書
類
を

一
緒
に
お
届
け
し
ま
す
。

　
10
月
か
ら
の
本
徴
収
額
の
お

知
ら
せ(

特
別
徴
収
の
方
は
す
で

　
年
金
か
ら
天
引
き
さ
れ
る
特

別
徴
収
の
方
は
、
す
で
に
４
月
・

６
月
支
給
分
の
年
金
か
ら
天
引

き
さ
れ
て
い
ま
す
。
次
回
は
８
月

支
給
分
の
年
金
か
ら
で
す
。

　
次
の
よ
う
な
方
は
、
納
付
書
や

口
座
振
替
で
保
険
料
を
納
付
す

る
普
通
徴
収
に
な
り
、
７
月
か
ら

(

５
ペ
ー
ジ
か
ら
続
き
ま
す)

33 万円以下

総 所 得 金 額 等 の 合 計 額

33 万円＋24 万5 千円×世帯の被保険者数　
　　　　　　　(被保険者である世帯主は除く)

33 万円＋35 万円×世帯の被保険者数

５割(均等割額の
　５割を納めます）

２割(均等割額の
　８割を納めます）

軽 減 割 合

総所得金額等＝
　年金所得(年金収入額－公的年金控除額)＋農業所得などその他の所得

軽減割合を判定するとき、年金所得から15万円が年金特別控除されます
被保険者＝後期高齢者医療制度の加入者

※

※
※

な
ど
の
被
用
者
保
険
加
入
者)

の

家
族
に
扶
養
さ
れ
、
自
身
が
保
険

料
を
負
担
し
て
い
な
か
っ
た
方

に
は
、
次
の
よ
う
な
特
例
が
あ
り

ま
す
。

▽
保
険
料
・
所
得
割
額
の
負
担
が

免
除
さ
れ
ま
す
。

▽
保
険
料
・
均
等
割
額
の
負
担
が

５
割
軽
減
さ
れ
ま
す
。

▽
４
月
〜
９
月
の
保
険
料
負
担

が
免
除
さ
れ
ま
す
。

に
４
月
支
給
の
年
金
か
ら
天
引

き
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
平

成
18
年
中
の
所
得
を
元
に
算
出

し
た
仮
徴
収
額
で
す
。
本
徴
収
額

は
平
成
19
年
中
の
所
得
を
元
に

算
出
し
た
確
定
額
で
す)

　
７
月
か
ら
来
年
３
月
ま
で
の

保
険
料
納
付
書(

納
期
は
毎
月
・

９
期)

　
７
月
か
ら
９
月
ま
で
の
保
険

料
納
付
書
と
、
10
月
か
ら
の
特
別

徴
収
開
始
通
知
書

▽
普
通
徴
収
の
方
↓
10
月
か
ら

来
年
３
月
ま
で
の
保
険
料
納
付

書(

均
等
割
額
１
割
分)

▽
特
別
徴
収
の
方
↓
10
月
か
ら

の
特
別
徴
収
開
始
通
知
書

　
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
関

す
る
こ
と
は
、
保
健
福
祉
課(

℡

72-

２
５
４
４)

へ
ご
遠
慮
な
く

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　平成18 年 4 月に施行された障害者自立支援法の抜本的な見
直しに向けた緊急措置として、平成20 年 7 月から、障がい福
祉サービスの利用者負担が下記のように見直される予定です。

所得を判断する「世帯」の範囲が、「住民票の世帯」から「個人単位
(本人と配偶者)」に見直されます。

(住民票の世帯)

本人…市町村民税非課税
(収入なし)

(住民票の世帯)

父……市町村民税課税
母……市町村民税非課税
本人…市町村民税非課税

(収入なし)

父…市町村民税課税
母…市町村民税非課税

市町村民税
課税世帯

市町村民税
非課税世帯・
本人収入80
　万円以下

利用者負担の区分
月額負担上限額
　　　　37,200円

利用者負担の区分
になり、7月からの自己
負担額の見直しで
　　月額1,500円に

世帯の範囲が見直されることで、

居宅・通所サービスの利用者で、低所得の方の１か月あたりの負担
が軽くなります。(但し、資産が一定以上の場合は軽減が受けられません)

所得階層・区分
障害者自立支援法
(軽減前) 特別対策後(H19.4～) 緊急措置後(H20.7～)

課 税
世 帯

↑

一般 (年収約600
　万円程度まで)

低所得２ (年収
　80万円超)
低所得１ (年収
　80万円以下)

37,200円

24,600円

15,000円

9,300円

6,150円(居宅利用)
3,750円(通所のみ利用)

3,750円

9,300円

3,000円(居宅利用)
1,500円(通所のみ利用)

1,500円

非課税
世 帯

１か月あたりの負担上限額の変化 (年収は本人と配偶者のものです)

例えば、下の図の場合、利用者負担の区分が「一般」の方が
「低所得１」に変わり、１か月あたりの負担が軽くなります。

①

②

１か月あたりの負担上限額がさらに軽くなり、対象の範囲も拡大され
ます。(但し、資産が一定以上の場合は軽減が受けられません)

　

所得階層・区分
障害者自立支援法
(軽減前) 特別対策後(H19.4～) 緊急措置後(H20.7～)

課 税
世 帯

一般 (年収約600
　万円～約890万
　円程度まで)

低所得２ (年収
　80万円超)

低所得１ (年収
　80万円以下)

37,200円

24,600円

15,000円

37,200円

6,150円(居宅利用)
3,750円(通所のみ利用)

3,750円

4,600円

3,000円(居宅利用)
1,500円(通所のみ利用)

1,500円

非課税
世 帯

１か月あたりの負担上限額の変化 (年収は世帯全員分を合算します)

一般 (年収約600
　万円程度まで) 37,200円 9,300円 4,600円

　7 月14 日(月)～7 月25 日(金)
までの開庁日(19 日(土)・2 0 日
(日)・21日(月))は除く)、朝9時～
夜7時まで、役場第1庁舎1階
保健福祉課内に開設します。
お気軽にご相談ください。

※「年収約600 万円程度まで」とは「市町村民税所得割16 万円未満」を、「年収
　約890 万円程度まで」とは「市町村民税所得割28 万円未満」をいいます。

７割(均等割額の
　３割を納めます）

サ
ラ
リ
ー
マ
ン
に

扶
養
さ
れ
て
い
た
方
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　6 月4 日(水)、5 日(木)、大阪府高槻市の市立城南中学
校2 年生98 人が、みなべ町へ1 泊2 日で海や山の体験
学習にやってきました。生徒たちは、まず4 日に東岩
代のパイロットや共和球場近くの梅園で梅とり体験を
した後、ＪＡみなべいなみ本所で梅ジュース作りをし
ました。同日夜は国民宿舎紀州路みなべに宿泊。5 日
にはみなべの沖に出て、漁師さんに手ほどきしてもら
いながら刺し網漁を体験したり、堺漁港でイカの一夜
干しを作ったりしました。この2 日間で生徒たちはみ
なべの海山の恵みをしっかり満喫したようです。

　6 月7 日(土)、青少年育成町民会議主催の米作り体験・
田植えが徳蔵の水田で行われ、町内の小学生約100 人が
参加しました。子どもたちは交代で、田んぼの中で横
一線に並んでもち米の稲の苗を植えていきました。苗
の取り分けがうまくできなかったり、ぬかるみに足を
とられてなかなか歩けなかったり…、でも、どろだら
けになった子どもたちの顔はいきいきとうれしそうで
した。なお、9 月上旬には稲刈り、11 月下旬には取れた
お米でもちをつく収穫祭などが行われる予定です。

　東本庄の土井邦江さんが、アカウミガメの保護を訴える絵本『ウミガメ
よ いつまでも』(縦26cm ×横20.5cm、36 ページ)を作製し、6 月はじめわ
かやま絵本の会から発行されました(定価700 円)。土井さんは「わかやま
絵本の会代表の松下千恵さんに勧められて作りました。ウミガメ研究班の
後藤清さん(東吉田)にお話を聴かせてもらったり、山内千里治勝会の皆さ
んの活動を見聞きしたりして、みなべの浜へやってくるウミガメがみんな
に大事にされていることがよく分かりました。この絵本が、ウミガメにも

人間にもやさしい環境を守ることを考えるきっかけになればうれしいです」と話しています。
　なお、この絵本は前田酒店(埴田)、㈱うえだ(芝)、もりや商店(谷口)、だるま屋(西本庄)などで販
売されています。また、町立図書館ゆめよみ館や上南部分館、各公民館などにも置いています。

　6 月 4 日(水)、南部保育所で交通安全教室が行われ、
園児たちが交通ルールを学びました。この日の先生
は、県警交通安全教育班・ひまわり隊のお姉さんとお
じさんで、信号機の見方や横断歩道の渡り方などを
やさしく教えてくれました。最後に、お姉さんの「み
んなはちゃんと交通ルールを守れますね？」という
問いに、園児たちは「は～い！」と元気よく返事して
いました。

　5 月26 日(月)、岩代小学校の1～6 年生61 人が、
紀南自動車学校(芝)での同校対象に開かれた交通
安全教室に参加しました。子どもたちは、自動車
学校の教官の交通ルールやマナー、自転車の正し
い乗り方や整備の仕方などについての話に熱心に
聞き入っていました。また、実際に学校内のコー
スで交差点を渡ったり、自転車に乗って見通しの
悪い交差点での安全な通行方法を確かめたりしま
した。それから実際に自動車に乗ってシートベル
ト着用の大切さも学びました。

　
６
月
６
日(

金)

の
梅
の
日
、
紀
州
梅

の
会
が
京
都
や
東
京
、
地
元
で
一
斉

に「
梅
」の
Ｐ
Ｒ
活
動
を
行
い
ま
し
た
。

地
元
で
は
須
賀
神
社
で
式
典
が
行
わ

れ
、
今
後
一
層
の
需
要
拡
大
を
祈
願

し
ま
し
た
。

　6 月7 日(土)、8 日(日)、梅生
産者と町や町の関係者などが
首都圏のスーパーマーケット
で青梅のＰＲ販売を行いまし
た。特設の販売コーナーで梅
ジュースや梅酒、梅干の作り
方を紹介しながらのＰＲに、
多くの買い物客が足をとめて
買い求めていました。

　青梅の出荷が盛んに行われていた6 月11 日(水)、南部小
学校5 年生72 人がＪＡみなべいなみ本所(気佐藤)を訪問
しました。子どもたちが前もって用意した梅干の作り方
など約6 0 の質問に、ＪＡの職員が一つ一つていねいに回
答し、子どもたちは熱心にメモをとっていました。その
後、統合選果場や大きな冷蔵倉庫の中を見学し、青梅の
ケースの多さに「これがみんな全国の市場へ運ばれる
の？すごいな」とびっくりしていました。
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●金色の野辺に唄う(あさのあつこ)
●のぼうの城(和田竜)●月とメロン
(丸谷才一)●空をかついで(石垣り
ん)●食養で治すメタボリックシン
ドローム(藤城博)●淡水産エビ・カ
ニハンドブック(山崎浩二)●食品工
場 安全・安心の品質管理(高橋賢祐)
●手ぬぐいで作る女の子のワンピー
ス(大西恵美)●肥料の上手な効かせ
方(藤原俊六郎)●逆風を切って走れ
(赤星憲広)

　海辺の高台にある村と、山
すそにある村。どちらも自然
に恵まれ、人々はしあわせに
暮らしていました。しかし、
ある時、「六代の世を生きた
おばあさん」が洪水の予言を
します。なぜ、おばあさんが
セミ神さまと呼ばれるよう
になったか、読んでみてくだ
さい。古布を使って描いた絵
と、アイヌの昔話がとけあっ
た深みのある絵本です。

上南部分館・大人向け
●本を読む本(ｱﾄﾞﾗｰ)●コンビニ
たそがれ堂(村山由佳)●フタ
バスズキリュウ発掘物語(長谷
川善和)

　男だけに読ませるのはもっ
たいない！　靴、革カバンの
手入れ、グラス磨き、アイロ
ンかけ、ボタンつけ、包丁と
ぎ、部屋そうじ、風呂そうじ、
鍋洗い。プロセス写真がほと
んどで、大変分かりやすく、主
婦のみなさん、一人暮らしを
始めた人にもおすすめです。

ゆめよみ館・大人向け
上南部分館・子ども向け
●家を出る日のために(辰己
渚)●月のえくぼ(クレーター)
を見た男(麻田剛立)●サルが
木から落ちる(ｸｲﾝﾗﾝ)

　「まごの店」は三重県立相可
高校調理クラブが運営する、
日本で唯一の高校生レストラ
ン。常に満席の人気店です。顧
問の先生が、自身の料理との
出合いや生徒たちのことを綴
りました。厳しい料理の世界
で真剣に取り組む姿が感動を
呼びます。

高
校
生
レ
ス
ト
ラ
ン
、　
　

　
　
　
　
本
日
も
満
席
。

村
林
新
吾(

伊
勢
新
聞
社)

ゆめよみ館・子ども向け
●にいさん(いせひでこ)●はじ
めての手紙●針金細工(中島郁
子)●アフリカのいまを知ろ
う(山田肖子)●みんなの篤姫
(寺尾美保)●国際ボランティア
星野昌子(杉山由美子)●もっと
伝えたい コミュニケーショ
ンの種をまく(藤田康文)●卑弥
呼(真鍋和子)●郵便屋さんの話
(ﾁｬﾍ゙ ｯｸ)

(生涯学習センター内)

男
の
家
事(

オ
レ
ン
ジ
ペ
ー
ジ)

　職業案

セ
ミ
神
さ
ま
の
お
告
げ

宇梶静江(福音館書店)

梅雨が明ければ本格的

1日(火) 休館(月末整理日)
5日(土) わくわくタイム(10:30～)、
　おはなし会(14:00 ～)
7日(月) 休館
10日(木) ちいさいひとのためのお
　はなし会(10:30 ～)
12日(土) おはなし会(14:00 ～)
14日(月) 休館
19日(土) おはなし会(14:00 ～)
21日(月) 休館(海の日)
22日(火) 休館
24日(木) ちいさいひとのためのお
　はなし会(10:30 ～)
26日(土) ビデオ上映会(10:30～)、
　おはなし会(14:00 ～)
28日(月) 休館
31 日(木) 休館(月末整理日)
8 月2 日(土) わくわくタイム(10:
　30～)、おはなし会(14:00～)
8 月4日(月) 休館

な夏の到来です。暑さは厳しくなりますが、夏な
らではの楽しみを見つけてみませんか。

内の本もたくさんありますが、仕事をテーマにし
た絵本や読み物も、案外あります。色いろな職場
でひたむきに生きる人たちをご紹介します。

　消しゴムを版画のように削ってはんこを作り、それを
紙にかっこよく押してブックカバーやしおりにします。
対象は小学５年生以上です。「やりたい」人はゆめよみ
館か上南部分館へ申し込んでください。(当日、できるだ
け彫刻刀を持ってきてください)

◆とき (日)午後２時　◆ところ ゆめよみ館(片町)
◆定員　20 人(受付は先着順)

　毎年好評の小さな絵本作り。8 ページで紹介した土井
邦江さんも毎回参加してくれています。
　「わたしも作りたい！」方は、絵本の用紙をゆめよみ
館か上南部分館、各公民館へ取りに来てください。出品
は、8 月31 日(日)締切厳守でお願いします。
　作品は、和歌山市の絵本作家、松下千恵さんのコメン
トを添えて、秋ごろ各公民館などで巡回展示した後、お
返しします。

　「暑い！動きたくな～い」夏こそ、読書の好機です。木陰で、
冷房の効いた部屋で、日ごろ忙しくて読めなかった本にじっ
くり目を通してみませんか。

生涯学習センター(谷口)
　3 階視聴覚ホールで

桂米朝師匠の名演「京の茶漬
け」「天狗裁き」をＤＶＤでお
楽しみください。
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　「
国
民
年
金
の
保
険
料
を
払
い

続
け
た
い
が
、
経
済
的
に
苦
し

い
」
と
い
う
方
の
た
め
に
次
の

よ
う
な
免
除
や
猶
予
制
度
が
あ

り
ま
す
。

　
払
え
な
い
か
ら
と
未
納
の
ま

ま
放
っ
て
お
く
と
、
老
後
の
年

金
だ
け
で
な
く
、
万
一
の
と
き

に
年
金
を
受
け
ら
れ
な
い
場
合

が
あ
り
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ

さ
い
。

▼
４
分
の
１
免
除
　
保
険
料
の

４
分
の
１
が
免
除
さ
れ
ま
す
。

(

４
分
の
３
を
納

付)▼
半
額
免
除
　
保

険
料
の
半
額
が
免

除
さ
れ
ま
す
。(

半

額
を
納
付)

▼
４
分
の
３
免
除

　
保
険
料
の
４
分

の
３
が
免
除
さ
れ

ま
す
。(

４
分
の
１

を
納
付)

全額納付
全額(14,410 円)を納付
1/4 免除
3/4(10,810円)を納付 全額の5/6

全額の2/3

全額の1/2

全額の1/3

半額免除
半額(7,210円)を納付
3/4 免除
1/4(3,600円)を納付
全額免除
納付額０円

納付する保険料
(平成20 年度)

受け取れる
年 金 額

全　額

▼
全
額
免
除
　
保
険
料
の
全
額

が
免
除
さ
れ
ま
す
。

①
所
得
が
一
定
以
下
で
あ
る

②
障
が
い
が
あ
る
、
ま
た
は
寡

婦
で
、
前
年
の
所
得
が
１
２
５

万
円
以
下
で
あ
る

③
生
活
保
護
法
に
よ
る
生
活
扶

助
以
外
の
扶
助
を
受
け
て
い
る

④
震
災
・
風
水
害
・
火
災
な
ど

の
災
害
で
損
害
を
受
け
た
、
失

業
し
た
、
な
ど
で
保
険
料
を
納

め
ら
れ
な
い

　
な
お
、
４
分
の
１
免
除
、
半

額
免
除
、
４
分
の
３
免
除
を
利

用
す
る
場
合
、
そ
れ
ぞ
れ
の
保

険
料
を
納
め
な
い
と
未
納
期
間

と
し
て
取
り
扱
わ
れ
ま
す
。

■
若
年
者
納
付
猶
予

30
歳
未

満
の
方
で
、
本
人
と
配
偶
者
の

所
得
が
一
定
以
下
の
場
合
、
保

険
料
の
納
付
を
後
払
い
に
で
き

ま
す
。
猶
予
と
な
る
期
間
は
７

月
か
ら
翌
年
６
月
ま
で
で
す
。

■
学
生
納
付
特
例
　
本
人
の
所

得
が
一
定
以
下
の
学
生
は
、
在

学
期
間
中
の
保
険
料
を
後
払
い

に
で
き
ま
す
。

　
免
除
も
猶
予
も
申
請
が
必
要

で
す
。(

申
請
は
原
則
と
し
て
毎

年
必
要
で
す)

　
免
除
や
猶
予
を
利
用
し
た
い

と
い
う
方
は
、
住
民
環
境
課
・
国

民
年
金
係
に
遠
慮
な
く
ご
相
談

く
だ
さ
い
。

　
町
は
テ
ー
プ
類
だ
け
の
一
斉

回
収
を
年
２
回
行
っ
て
い
ま
す
。

ビ
デ
オ
テ
ー
プ
や
カ
セ
ッ
ト

テ
ー
プ
に
は
金
属
が
含
ま
れ
て

い
る
た
め
適
正
に
処
理
す
る
必

要
が
あ
る
か
ら
で
す
。

　
今
年
度
１
回
目
の
一
斉
回
収

を
次
の
通
り
行
い
ま
す
の
で
、

ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
一
斉
回
収
利
用
の
際

に
は
、
他
の
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
ご

み
類
と
は
別
に
し
て
、
テ
ー
プ

類
だ
け
資
源
ご
み
用
指
定
袋
に

入
れ
て
く
だ
さ
い
。

▼
８
月
５
日(

火)

↓
埴
田
、
梅
ヶ

丘
団
地
、
鹿
島
台
、
片
町
、
新

町
、
北
道
、
上
南
部
地
区
、
熊
瀬

川▼
８
月
６
日(

水)

↓
堺
、
南
道
、

中
島
、
芝
、
矢
谷
、
芝
崎
、
東
吉

田
、
気
佐
藤
、
新
庄
、
千
鹿
浦
、

山
内
、
東
・
西
岩
代
、
高
城
地
区

(

熊
瀬
川
除
く)

、
清
川
地
区



な
お
、
大
会
に
先
立
ち
、
日
高

郡
激
励
会
が
７
月
13
日(

日)

午

前
10
時
か
ら
、
町
民
グ
ラ
ウ
ン

ド(

気
佐
藤)

で
開
催
さ
れ
ま

す
。
皆
さ
ん
、
ぜ
ひ
来
場
し
て

第
７
分
団
を
応
援
し
て
あ
げ
て

く
だ
さ
い
。

　
町
は
た
だ
今
、
一
般
木
造
住

宅
の
耐
震
診
断(

無
料)

の
申
し

込
み
を
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

受
付
期
限
は
７
月
11
日(

金)

で

す
。(

申
し
込
み
が
少
な
い
場
合
、

　みなべ町選挙管理委員会(永井實委員長)は、
6 月 2 日(月)に開催した委員会で、任期満了(平
成20 年10 月 23 日)に伴うみなべ町長選挙及び
みなべ町議会議員一般選挙の告示日と投票日な
どを次の通り決定しました。
　なお、この町議会議員一般選挙から、議員の
定数が「14」に改正されます。これは、３月定
例町議会で、これまでの定数「16」を「14」に
削減する条例改正案が議員発議で提案され、可
決されたためです。

●立候補予定者説明会　平成20 年9月1日(月)
●告示日　平成20 年 9 月30 日(火)
●投・開票日　平成20 年 10 月 5 日(日)

※選挙に関するお問い合わせは、みなべ
町選挙管理委員会( 総務課内、℡ 7 2 -
2015)へどうぞ。

　
７
月
27
日(
日)

、
主
に
高
城
地

区
の
皆
さ
ん
で
組
織
す
る
み
な

べ
町
消
防
団
第
７
分
団(

38
人)

が
、
湯
浅
町
で
開
催
さ
れ
る
第

22
回
県
消
防
ポ
ン
プ
操
法
大

会
・
ポ
ン
プ
車
操
法
の
部
に
日

高
郡
の
代
表
と
し
て
出
場
し
ま

す
。(

日
高
町
消
防
団
も
小
型
ポ

ン
プ
操
法
の
部
に
郡
代
表
と
し

て
出
場
し
ま
す)
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家
屋
の
一
定
の
省
エ
ネ
改
修

工
事
を
し
た
場
合
、
改
修
し
た

家
屋
に
対
す
る
固
定
資
産
税
の

３
分
の
１
が
減
額
さ
れ
ま
す
。

　
但
し
、
減
額
を
希
望
す
る
場

合
、
税
務
課
へ
の
申
告
が
必
要

で
す
。

▼
対
象
に
な
る
住
宅

　
平
成
20
年
１
月
１
日
以
前
に

建
て
ら
れ(

賃
貸
借
住
宅
は
除

く)

、
平
成
20
年
４
月
１
日
か
ら

22
年
３
月
31
日
ま
で
の
間
に
改

修
を
行
っ
た
住
宅

▼
対
象
に
な
る
工
事

　
次
の
①
と
、
②
か
ら
④
ま
で

い
ず
れ
か
の
工
事(

①
の
工
事

は
必
ず
含
む
こ
と)

①
外
気
と
接
す
る
窓
の
改
修
工

事(

二
重
サ
ッ
シ
化
、
複
層
ガ
ラ

ス
な
ど)

②
床
の
断
熱
改
修
工
事

③
天
井
の
断
熱
改
修
工
事

④
外
気
と
接
す
る
壁
の
断
熱
改

修
工
事

　
こ
の
大
会
は
、
消
防
力
の
充

実
強
化
と
消
防
団
員
相
互
の
親

睦
交
流
を
目
的
に
隔
年
に
開
催

さ
れ
、
各
市
・
郡
の
代
表
が
出

場
し
て
い
ま
す
。
合
併
前
の
平

成
12
年
に
は
旧
町
と
旧
村
か
ら

そ
れ
ぞ
れ
郡
代
表
と
し
て
出
場

し
ま
し
た
。

　
大
会
を
控
え
、
第
７
分
団
は

日
々
練
習
に
励
ん
で
い
ま
す
。

期
限
延
長
し
ま
す)

　
希
望
さ
れ
る
方

は
早
め
に
総
務
課

(

第
１
庁
舎)

へ
申

し
込
ん
で
く
だ
さ

い
。
申
込
用
紙
は
総

務
課
、
建
設
課(

第

２
庁
舎)

、
高
城
公

民
館
、
清
川
公
民
館

に
用
意
し
て
い
ま

す
。
町
の
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
か
ら
も
ダ

ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き

ま
す
。

　
な
お
、
対
象
に
な

る
の
は
昭
和
56
年

５
月
31
日
以
前
建

築
の
木
造
住
宅
で
す
。

　
く
わ
し
く
は
広
報
６
月
号
を

ご
覧
い
た
だ
く
か
、
総
務
課
へ

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

 

▼
対
象
に
な
る
工
事
費

　
改
修
費
用
30
万
円
以
上

▼
対
象
面
積

　
１
戸
あ
た
り
１
２
０
平
方

メ
ー
ト
ル
相
当
ま
で(

併
用
住

宅
は
住
居
部
分
の
み)

▼
減
額
さ
れ
る
期
間

　
翌
年
度
分
の
み(

平
成
20
年

度
中
で
あ
れ
ば
21
年
度
分
、
21

年
度
中
で
あ
れ
ば
22
年
度
分)

※
但
し
、
新
築
住
宅
特
例
や
耐

震
改
修
特
例
の
対
象
に
な
っ
て

い
る
年
度
は
減
額
の
対
象
に
は

な
り
ま
せ
ん
。

▼
減
額
の
申
請

　
減
額
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、

改
修
後
３
か
月
以
内
に
、
▽
建

築
士
な
ど
の
証
明
書
、
▽
工
事

明
細
書
、
▽
契
約
書
ま
た
は
領

収
書
、
▽
改
修
前
後
の
写
真
な

ど
の
関
係
書
類
を
添
え
て
税
務

課
へ
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

　
く
わ
し
く
は
、
税
務
課
へ
。
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（直通電話）

役場への電話は、時間短縮
　のためにも、できるだけ用事のある
　課の直通番号へかけてください。

住民環境課
税 務 課
保健福祉課
産 業 課
会 計 課
共通ＦＡＸ
総 務 課
検 査 室
共通ＦＡＸ
議会事務局
Ｆ Ａ Ｘ
う め 課
建 設 課
共通ＦＡＸ
保健福祉課

72-2161
72-2162
72-2544
72-1337
72-2596
72-3893
72-2015
72-2142
72-1223
72-1334
72-1335
74-3276
74-3277
74-2367
74-3337

第１庁舎

第２庁舎

生涯学習
センター

１階

２階

１階

１階

１階

２階

浄化センター

３階

(第2庁舎隣)

(第１庁舎隣)

72-3085
72-3605
72-4187
74-3134
74-3334
74-2418
74-2191
74-3621

(保健福祉
 センター)

地域包括支援
セ ン タ ー

Ｆ Ａ Ｘ

Ｆ Ａ Ｘ
教育学習課
中央公民館
共通ＦＡＸ
教育学習課
Ｆ Ａ Ｘ

74-8065
72-1165

74-8013

高城公民館（高城支所）

清川公民館（清川支所）

南部公民館

南部公民館岩代分館
図書館（ゆめよみ館）

うめ振興館
うめ21研究センター
紀州備長炭振興館

デイサービス ふれ愛センター
デイサービス 特養梅の里
デイサービス ゆうゆう館
老人憩の家  二子の里
シルバー人材センター
高城診療所
ごみ焼却場
斎場
日高広域消防南部出張所
田辺広域休日急患診療所

℡ 75-2455
FAX 75-2802
℡ 76-2250
FAX 76-2109
℡ 72-1400
FAX 72-5804
℡ 72-2127
℡ 72-1410
FAX 84-2048
℡ 74-3444
℡ 74-2300
℡ 76-2258
℡ 72-5611
FAX 72-5610
℡ 74-3337
℡ 75-2618
℡ 72-5900
℡ 72-4455
℡ 72-1389
℡ 75-2005
℡ 72-3808
℡ 74-3150
℡ 74-3119
℡ 26-4909

(田辺市民総合センター敷地内)

上下水道課

はあと館(社会福祉センター)
　〔社会福祉協議会〕

(72-1165は24時間対応)

青少年センター
(生涯学習センター内) ℡ 74-3134

　
み
な
べ
町
の
公
共
下
水
道
事

業
は
、
事
業
の
認
可
対
象
区
域

に
住
む
皆
さ
ん
に
必
要
な
経
費

の
一
部
を
負
担
し
て
も
ら
っ
て

実
施
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
を
受

益
者
負
担
と
い
い
、
平
成
12
年

度
か
ら
順
次
、
管
路
工
事
が
済

み
各
戸
へ
公
共
汚
水
桝
を
設
置

し
た
区
域
の
方
に
納
付
し
て
い

た
だ
い
て
い
ま
す
。

　
今
年
度
か
ら
、
平
成
19
年
度

中
に
桝
の
設
置
が
済
ん
だ
区
域

の
方
に
納
付
し
て
い
た
だ
く
こ

と
に
な
り
ま
す
。
対
象
区
域
の

皆
さ
ん
に
は
７
月
初
め
に
納
付

書
を
送
付
し
ま
す
の
で
よ
ろ
し

く
お
願
い
し
ま
す
。

１年分(４回分)
を一括納付
２年分(８回分)
を一括納付
３年分(12回分)
を一括納付

負担金額の１年分
(1/3)の３％を差引
負担金額の２年分
(2/3)の６％を差引
負 担 金 全 額 の
１ ０ ％ を 差 引

(240㎡×500円＝120,000円)
　　×1/3×3％＝1,200円
(240㎡×500円)
　　×2/3×6％＝4,800円
(240㎡×500円)
　　　　×10％＝12,000 円

一括納付
の 方 法

前納報奨金として
差し引かれる割合

例えば、土地の面積が
240 ㎡の場合の差引額

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

■
対
象
地
域
　
埴
田
、
芝
崎
、
東

吉
田
、
気
佐
藤
の
そ
れ
ぞ
れ
一

部■
負
担
金
の
額
　
１
平
方
メ
ー

ト
ル
に
つ
き
５
０
０
円
×
土
地

の
面
積

■
納
付
方
法
　
次
の
い
ず
れ
か

納
め
や
す
い
方
法
で
納
付
し
て

く
だ
さ
い
。

◎
分
割
納
付
↓
平
成
20
年
度
〜

　
22
年
度
ま
で
の
３
年
間
、
年

　
４
回
納
付(

７
月
・
９
月
・
11

　
月
・
来
年
２
月
、
合
計
12
回)

◎
一
括
納
付
↓
上
表
の
通
り
。

　
前
納
報
奨
金
が
差
し
引
か
れ

　
か
な
り
お
得
で
す
。

■
納
付
期
限
　
７
月
31
日(

木)

■
納
付
場
所
　
町
が
指
定
し
た

各
金
融
機
関

　
な
お
、
平
成
18
年
度
、
ま
た
は

19
年
度
か
ら
分
割
納
付
し
て
い

た
だ
い
て
い
る
方
は
引
き
続
き

よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

　
公
共
下
水
道
や
農
業
集
落
排

水
は
、
皆
さ
ん
に
利
用
し
て
い

た
だ
い
て
こ
そ
価
値
が
あ
り
ま

す
。
川
や
海
の
自
然
環
境
を
き

れ
い
に
し
、
家
庭
や
地
域
を
衛

生
的
で
快
適
な
生
活
環
境
に
改

善
す
る
た
め
、
１
日
も
早
く
つ

な
ぎ
込
み
を
し
て
い
た
だ
き
ま

す
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

　７月は、●町税〔町県民税(普通徴収)・固定資産税・
国民健康保険税(普通徴収)〕のそれぞれ第１期と全期
前納、●介護保険料(普通徴収)第１期、●農業集落排
水使用料6・7月分、●公共下水道受益者負担金の初
回・全期の納期です。広報６月号でお知らせした通
り、上記を口座振替で納付していただいている方へ
の口座振替領収書(ハガキ)の送付は、ごみの減量化、
省資源化、事務経費削減などの推進のため、平成20
年４月以降の振替分から廃止しています。
　お手数ですが、納付(税)のご確認は各納期限後に
通帳への記帳でお願いします。なお、領収書が必要
な場合、それぞれ担当課へご連絡ください。　
(※水道料金、公共下水道使用料金についてはこれ
まで通り口座振替領収書を送付します)



　
第
２
期
以
降
の
納
期
は
次
の

通
り
で
す
。
　

▼
２
期
＝
８
月
、
▼
３
期
＝
９

月
、
▼
４
期
＝
10
月
、
▼
５
期
＝

11
月
、
▼
６
期
＝
12
月
、
▼
７
期

＝
来
年
１
月
、
▼
８
期
＝
来
年

２
月

　
８
月
か
ら
、
次
の
福
祉
各
医

療
の
受
給
者
証
が
新
し
く
切
り

替
え
に
な
り
ま
す(
有
効
期
限

は
１
年
間)

。

●
老
人(

対
象
は
67
〜
69
歳)
、

●
国
民
健
康
保
険
高
齢
受
給
者

(

同
70
〜
74
歳)

●
重
度
心
身
障
が
い
児(

者)

●
ひ
と
り
親
家
庭

　
新
し
い
受
給
者
証
を
７
月
中

に
お
渡
し
し
ま
す
（
郵
送
ほ

か)

。
　
古
い
受
給
者
証
は
各
自
破
棄

す
る
か
、
保
健
福
祉
課
へ
返
し

て
く
だ
さ
い
。

協
関
係
の
方

▼
開
催
日
時
　
毎
月
第
１
水
曜

日
・
第
３
水
曜
日
、
午
後
１
時

30
分
〜
４
時

▼
開
催
場
所
　
田
辺
地
域
職
業

訓
練
セ
ン
タ
ー(

田
辺
市
役
所

北
側)

　
く
わ
し
く
は
、
同
拠
点(

フ

リ
ー
ダ
イ
ヤ
ル
０
１
２
０-

９
２

６-

４
２
５)

へ
。

　
平
成
20
年
度
狩
猟
免
許
試
験

が
次
の
通
り
行
わ
れ
ま
す
。

▼
日
時
　
８
月
17
日(

日)

正
午
〜

▼
場
所
　
▽
和
歌
山
県
民
文
化

会
館
、
▽
上
富
田
文
化
会
館(

上

富
田
町
朝
来)

の
い
ず
れ
か
都

合
の
よ
い
と
こ
ろ
で

▼
講
習
日
・
場
所
　
▽
８
月
９

日(

土)

〜
10
日(

日)

両
日
共
朝
９

時
か
ら
・
和
歌
山
ビ
ッ
グ
愛
で
、

▽
８
月
11
日(

月)

〜
12
日(

火)

両

日
共
朝
９
時
30
分
か
ら
・
上
富

田
文
化
会
館
で

　
受
験
申
し
込
み
と
問
い
合
わ

せ
は
、
日
高
振
興
局
産
業
振
興

部
農
業
振
興
課
内 

猟
友
会
事
務

局(

℡
０
７
３
８-

24-

２
９
２

９)

へ
。〔
受
験
申
し
込
み
は
７

月
28
日(

月)

ま
で
〕

　
７
月
は
、
65
歳
以
上
の
方
に

支
払
っ
て
い
た
だ
く
介
護
保
険

料
の
普
通
徴
収
の
方
の
第
１
期

の
納
期
で
す
。

(

普
通
徴
収
＝
自
分
で
金
融
機

関
へ
納
付
す
る
方
法
で
す)

　
介
護
保
険
料
は
原
則
と
し
て

各
年
金
か
ら
天
引
き(

特
別
徴

収)

さ
れ
ま
す
が
、
普
通
徴
収
に

な
る
の
は
主
に
次
の
よ
う
な
方

で
す
。

▼
老
齢
年
金
な
ど
の
月
額
が
１

万
５
０
０
０
円
未
満
で
あ
る

▼
年
度
途
中
で
65
歳
に
な
っ

た
、
ま
た
は
転
入
し
て
き
た

　
納
付
対
象
の
方
に
は
７
月
中

ご
ろ
納
付
通
知
書
を
お
届
け
し

ま
す
の
で
、
納
付
を
お
願
い
し

ま
す
。

　
納
付
に
は
確
実
・
便
利
な
口

座
振
替
も
あ
り
ま
す
の
で
、
ぜ

ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

〔
※
口
座
振
替
領
収
書(

ハ
ガ
キ)

は
、
省
資
源
化
、
事
務
費
削
減

な
ど
の
推
進
の
た
め
今
年
度
か

ら
送
付
し
ま
せ
ん
の
で
ご
了
承

く
だ
さ
い
〕
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町
は
、
町
民
の
皆
さ
ん
の
暮

ら
し
を
よ
り
良
く
す
る
た
め
、

今
年
度
か
ら
２
か
月
に
１
回
、

特
定
非
営
利
活
動
法
人 

消
費
者

サ
ポ
ー
ト
ネ
ッ
ト
和
歌
山
相
談

員(

県
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
相

談
員)

の
協
力
を
得
て
、
消
費
生

活
相
談
会
を
開
設
し
て
い
ま
す
。

　
専
門
の
相
談
員
さ
ん
が
、
▽

訪
問
販
売
な
ど
契
約
の
ト
ラ
ブ

ル
、
▽
商
品
の
苦
情
、
▽
生
活

　

内　　　　　　容 実施日・受付時間

7月10日(木)
13:30～15:00

楽しいマタニティライフのために
妊娠中の日常生活、出産について
何でも気軽に相談してください

7月17日(木)
19:00～20:30こんにちは 赤ちゃん！

もうすぐお父さん・お母さん！「子育て」を楽しもう

講師

助産師

保健師

楽しいマタニティライフのために
　妊娠中の日常生活のお話 )

(ふれ愛センターで)

の
知
識
、
▽
多
重
債
務
問
題
な

ど
の
相
談
に
応
じ
て
く
れ
ま
す

の
で
、
お
気
軽
に
ご
利
用
く
だ

さ
い
。

　
７
月
は
次
の
通
り
開
催
し
ま

す
。

▼
開
催
日
時
　
７
月
11
日(

金)

午
後
１
時
〜
４
時

▼
開
催
場
所
　
役
場
第
１
庁
舎

　
く
わ
し
く
は
、
産
業
課
へ
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　
５
月
26
日
に
農
林

漁
業
金
融
公
庫
和
歌

山
拠
点
が
和
歌
山
市

に
オ
ー
プ
ン
し
た
こ

と
に
伴
い
、
月
２

回
、
出
張
相
談
窓
口

が
田
辺
市
で
次
の
通

り
開
催
さ
れ
ま
す
。

▼
対
象
　
▽
農
業
を

営
む
方
、
▽
農
産
加

工
業
や
流
通
業
を
営

む
方
、
▽
行
政
や
農

　もうすぐ「お父さん」「お母さん」の参加をお待ちしています。
　昼間は忙しいという方はぜひ夜の講座をご利用ください。お
父さんもぜひご一緒に！なお、夜の講座に参加希望の方は前日
までにふれ愛センター・保健師(℡74-3337)へご連絡ください。
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国
民
に
裁
判
員
と
し
て
刑
事

裁
判
に
参
加
し
て
も
ら
い
、
被

告
人
が
有
罪
か
ど
う
か
、
有
罪

で
あ
る
場
合
ど
の
よ
う
な
刑
に

す
る
か
を
裁
判
官
と
一
緒
に
決

め
る
、
裁
判
員
制
度
が
平
成
21

年
５
月
21
日
か
ら
ス
タ
ー
ト
し

ま
す
。

　
こ
こ
で
制
度
の
主
な
ポ
イ
ン

ト
を
Ｑ
＆
Ａ
で
紹
介
し
ま
す
。

法
律
の
専
門
家
で
は
な
い
国

民
に
参
加
し
て
も
ら
う
こ
と
で
、

裁
判
が
身
近
で
分
か
り
や
す
い

も
の
と
な
り
、
司
法
に
対
す
る

信
頼
の
向
上
に
つ
な
が
る
こ
と

が
期
待
さ
れ
て
い
ま
す
。

20
歳
以
上
の
有
権
者
の
中
か

ら
抽
選
で
候
補
者
を
選
び
ま
す
。

実
際
に
裁
判
員
に
な
る
の
は
、

こ
の
候
補
者
の
中
か
ら
事
件
ご

と
に
選
任
の
た
め
の
手
続
き
に

よ
り
選
ば
れ
た
方
た
ち
で
す
。

裁
判
員
は
、
原
則
と
し
て
１
事

件
に
つ
き
６
人
が
選
ば
れ
ま
す
。

ま
た
、
補
充
裁
判
員
が
選
ば
れ

る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

殺
人
罪
、
強
盗
致
死
傷
害

罪
、
放
火
罪
な
ど
の
重
大
な
事

件
で
す
。

裁
判
官
３
人
と
裁
判
員
６
人

が
１
組
と
な
り
、
法
廷(
地
方
裁

判
所)

で
検
察
官
の
主
張
や
被

告
人
・
弁
護
人
の
主
張
、
証
拠

の
内
容
を
見
聞
き
し
た
上
で
、

被
告
人
が
有
罪
か
ど
う
か
、
ま

た
有
罪
で
あ
る
と
し
た
ら
ど
の

よ
う
な
刑
が
適
当
か
を
議
論
し

て
決
め
ま
す
。

例
え
ば
、
裁
判
員
の
権
限
や

刑
事
裁
判
の
基
本
的
な
ル
ー
ル
、

法
律
の
内
容
な
ど
は
、
裁
判
官

が
て
い
ね
い
に
分
か
り
や
す
く

説
明
し
て
く
れ
ま
す
の
で
、
特

に
知
識
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。

裁
判
員
を
選
ぶ
選
任
手
続
き

の
た
め
に
何
人
の
裁
判
員
候
補

者
に
来
て
も
ら
う
か
は
、
個
々

の
事
件
ご
と
に
裁
判
所
が
決
め

ま
す
。
仮
に
通
常
の
事
件
で
50

人
程
度
、
審
理
に
多
く
の
日
数

を
要
す
る
事
件
で
１
０
０
人
程

度
の
裁
判
員
候
補
者
を
選
ん
だ

と
し
ま
す
。
県
内
の

平
成
15
年
〜
17
年
の

３
年
間
の
事
件
発
生

件
数
は
年
間
平
均
32

件
で
あ
っ
た
こ
と
を

前
提
に
試
算
す
る

と
、
１
年
間
に
約
１

６
０
０
人
〜
３
２
０

０
人
の
方
が
裁
判
員

候
補
者
と
し
て
裁
判

所
へ
行
く
こ
と
に
な

り
ま
す
。

　観てみたい方(団体)は、役場総務課
広報係(℡72-2015)へご連絡ください。

　
確
率
で
い
う
と
、
事
件
ご
と

に
裁
判
員
候
補
者
と
し
て
裁
判

所
へ
行
く
方
は
、
県
内
の
全
有

権
者
の
う
ち
約
２
７
０
人
〜
５

４
０
人
に
１
人
程
度(

０
・
19
〜

０
・
37
％)

に
な
り
ま
す
。
そ
し

て
、
実
際
に
裁
判
員
、
ま
た
は

補
充
裁
判
員
と
し
て
裁
判
員
制

度
に
参
加
す
る
の
は
約
３
３
５

０
人
に
１
人
程
度(

０
・
０
３

％)

に
な
り
ま
す
。

広
く
国
民
に
参
加
し
て
も
ら

う
た
め
の
制
度
で
す
の
で
、
基

本
的
に
辞
退
は
で
き
ま
せ
ん
。

但
し
、
70
歳
以
上
の
方
や
、
病
気

や
介
護
の
た
め
裁
判
所
に
行
く

の
が
難
し
い
と
認
め
ら
れ
た
方

は
辞
退
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

基
本
的
に
お
住
ま
い
の
場
所

の
最
寄
り
の
地
方
裁
判
所
で
す
。

和
歌
山
県
は
和
歌
山
地
方
裁
判

所(

和
歌
山
市)

で
す
。

多
く
の
裁
判
は
、
数
日
で
終

わ
る
と
見
込
ま
れ
て
い
ま
す
。

１
日
に
ど
の
く
ら
い
の
時
間
が

か
か
る
の
か
は
そ
の
都
度
決
め

ら
れ
ま
す
が
、
通
常
は
５
〜
６

時
間
程
度
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

旅
費
や
日
当
、
宿
泊
費
が
必

要
に
応
じ
て
支
給
さ
れ
ま
す
。

裁
判
員
候
補
者
と
し
て
裁
判
所

へ
行
っ
た
も
の
の
、
最
終
的
に

裁
判
員
に
選
ば
れ
な
か
っ
た
方

も
支
給
さ
れ
ま
す
。

　
法
律
に
よ
っ
て
、
裁
判
員
の

職
務
を
行
う
た
め
に
必
要
な
時

間
は
職
場
を
離
れ
る
こ
と
が
認

め
ら
れ
ま
す
。
ま
た
、
雇
用
主

は
、
裁
判
員
の
職
務
を
行
う
た

め
に
休
暇
を
と
っ
た
こ
と
な
ど

を
理
由
に
し
て
不
利
益
な
取
り

扱
い
を
し
て
は
な
ら
な
い
と
定

め
ら
れ
て
い
ま
す
。

(

例
え
ば
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

な
ど
で)

公
表
し
て
は
い
け
ま

せ
ん
が
、
家
族
や
親
し
い
人
に

話
す
こ
と
は
か
ま
い
ま
せ
ん
。

　
裁
判
員
制
度
に
つ
い
て
く
わ

し
く
は
、
和
歌
山
地
方
裁
判
所

(

℡
０
７
３-

４
２
２-

４
１
９

１)

へ
お
気
軽
に
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。
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７
月
１
日(

火)

か
ら
、
臨
時
・

パ
ー
ト
・
ア
ル
バ
イ
ト
な
ど
雇

用
形
態
や
呼
び
名
の
如
何
を
問

わ
ず
、
す
べ
て
の
労
働
者
と
そ

の
使
用
者
に
適
用
さ
れ
る
最
低

賃
金
法
が
次
の
よ
う
に
改
正
さ

れ
ま
す
。

■
雇
用
主
が
地
域
別
最
低
賃
金

を
下
回
る
賃
金(

和
歌
山
県
は

１
時
間
６
５
２
円)

を
支
払
っ

た
場
合
に
科
せ
ら
れ
る
罰
金
の

上
限
額
が
２
万
円
か
ら
50
万
円

に
引
き
上
げ
ら
れ
ま
す
。

■
す
べ
て
の
労
働
者
に
最
低
賃

金
を
適
用
す
る
た
め
、
障
が
い

に
よ
り
著
し
く
労
働
能
力
の
低

い
方
、
試
の
使
用
期
間
中
の
方
、

認
定
職
業
訓
練
を
受
け
て
い
る

方
な
ど
に
関
す
る
適
用
除
外
許

可
規
定
が
廃
止
さ
れ
、
最
低
賃

金
の
減
額
特
例
許
可
規
定
が
新

設
さ
れ
ま
す
。

■
派
遣
労
働
者
に
つ
い
て
は
、

派
遣
先
の
地
域(

産
業)

の
最
低

賃
金
が
適
用
さ
れ
ま
す
。

　
く
わ
し
く
は
、
和
歌
山
労
働

局
賃
金
室(

℡
０
７
３-

４
２

２-

２
１
７
４)

、
ま
た
は
田
辺

労
働
基
準
監
督
署(

℡
22-

４
６

９
４)

へ
。

　
介
護
老
人
福
祉
施
設
「
虹
」

(

埴
田
、
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン

タ
ー
ゆ
う
ゆ
う
館
近
く)

が
、
今

年
も
七
夕
虹
祭
を
次
の
通
り
開

催
し
ま
す
。

　
老
若
男
女
、
大
勢
の
皆
さ
ん

の
お
い
で
を
お
待
ち
し
て
い
ま

す
と
の
こ
と
で
す
の
で
、
お
気

軽
に
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
当
日
手
伝
っ
て
く
れ

る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
も
募
集
し
て

い
る
そ
う
で
す
の
で
、「
虹
」(

℡

84-

２
５
５
１)

へ
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

■
と
き
　
７
月
６
日(

日)

正
午

〜
午
後
４
時

■
と
こ
ろ
　
介
護
老
人
福
祉
施

設
「
虹
」
の
玄
関
前
＆
１
階
・
地

域
交
流
ス
ペ
ー
ス

▼
玄
関
前(

正
午
〜
４
時)

　
▽

出
店(

た
こ
焼
き
・
ジ
ュ
ー
ス
な

ど)

、
▽
ヨ
ー
ヨ
ー
つ
り
、
▽

ゲ
ー
ム
コ
ー
ナ
ー

▼
地
域
交
流
ス
ペ
ー
ス(

１
時

〜
３
時)

　
▽
ス
テ
ー
ジ(

北
道

王
子
太
鼓
・
よ
さ
こ
い
プ
ラ
リ

ズ
ム
・
フ
ラ
ダ
ン
ス
な
ど
が
出

演
し
ま
す)

　
７
月
６
日(

日)

、
福
祉
職
場
就

職
相
談
会
が
次
の
通
り
開
催
さ

れ
ま
す
。(

田
辺
市
社
協
・
紀
南

福
祉
人
材
バ
ン
ク
主
催)

▼
日
時
　
７
月
６
日(

日)

午
後

１
時
30
分
〜
３
時
30
分

▼
場
所
　
田
辺
市
、
ガ
ー
デ
ン

ホ
テ
ル 

ハ
ナ
ヨ
ア
リ
ー
ナ

　
個
別
面
談
コ
ー
ナ
ー
、
人
材

バ
ン
ク
登
録
コ
ー
ナ
ー
、
な
ん

で
も
相
談
コ
ー
ナ
ー
が
あ
り
ま

す
の
で
、
気
軽
に
ご
参
加
く
だ

さ
い
。

　
な
お
、
事
前
申
し
込
み
や
履

歴
書
な
ど
は
い
り
ま
せ
ん
。

　
く
わ
し
く
は
、
田
辺
市
社
協

(

℡
26-

４
９
１
８)

へ
。

　
一
般
求
職
者
や
来
年
３
月
末

卒
業
予
定
の
大
学
・
短
大
・
高

専
・
専
門
学
校
生
を
対
象
に
、
県

Ｕ
・
Ｉ
タ
ー
ン
就
職
企
業
合
同

説
明
会
が
次
の
通
り
開
催
さ
れ

ま
す
。

■
大
阪
会
場
　
▽
日
時
＝
７
月

５
日(

土)

正
午
〜
午
後
３
時
、
▽

場
所
＝
阪
急
グ
ラ
ン
ド
ビ
ル
26

階 

会
議
室
、
▽
参
加
予
定
企
業

＝
30
社
程
度

■
京
都
会
場
　
▽
日
時
＝
７
月

11
日(

金)

正
午
〜
午
後
３
時
、
▽

場
所
＝
メ
ル
パ
ル
ク
京
都
６
階

会
議
室
、
▽
参
加
予
定
企
業
＝

20
社
程
度

　
県
内
で
の
就
職
を
希
望
し
て

い
る
子
ど
も
さ
ん
な
ど
が
お
ら

れ
た
ら
、
ぜ
ひ
教
え
て
あ
げ
て

く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
事
前
申
し
込
み
や
履

歴
書
な
ど
は
い
り
ま
せ
ん
。

　
く
わ
し
く
は
、
県
労
働
政
策

課(

℡
０
７
３-

４
４
１-

２
８

０
５)

へ
。
県
の
Ｈ
Ｐ
も
ご
覧
く

だ
さ
い
。http://www.pref.

wakayama.lg.jp/prefg/
060600/02shigoto/UItarn/
UIturn.htm/

　
海
上
保
安
庁
が
、
平
成
20
年

度
海
上
保
安
学
校
・
海
上
保
安

大
学
校
学
生
採
用
試
験
を
次
の

通
り
実
施
し
ま
す
。

■
海
上
保
安
学
校
　
▽
受
験
資

格
＝
来
年
４
月
１
日
現
在
、
21

歳
未
満
の
方
、
▽
第
１
次
試
験

日
＝
９
月
28
日(

日)

、
▽
試
験
種

別
＝
船
舶
運
航
シ
ス
テ
ム
課

程
・
情
報
シ
ス
テ
ム
課
程
・
海

洋
科
学
課
程
・
航
空
課
程
、
▽

受
験
申
込
受
付
期
間
＝
７
月
22

日(

火)

〜
８
月
５
日(

火)

■
海
上
保
安
大
学
校
　
▽
受
験

資
格
＝
来
年
４
月
１
日
現
在
、

24
歳
未
満
の
方
、
▽
第
１
次
試

験
日
＝
11
月
１
日(

土)

・
２
日

(

日)

、
▽
試
験
種
別
＝
大
学
校
、

▽
受
験
申
込
受
付
期
間
＝
８
月

28
日(

木)

〜
９
月
９
日(

火)

　
く
わ
し
く
は
、
田
辺
海
上
保

安
部
管
理
課(

℡
22-

２
０
０

２)

へ
。

この宝くじの収益金は市町村の明るく住み良いまちづくりに使われます
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 (場所 ふれ愛センター)
健診名(対象乳幼児) 実  施  日 受 付 時 間

13:00～13:307 月15 日(火)

13:00～13:307 月16 日(水)２歳６か月児歯科健診
(平成17年12月・18年1月生まれ)

　～ふれ愛センター～

　7月3日(木)・17日(木) 13:30～15:00

(社会福祉センター)
7月4日(金)・11 日(金)・18 日(金)・25 日(金)

18:00～21:00

13:00～13:307 月 4 日(金)１ ０ か 月 児 健 診
(平成19年8月・9月生まれ)

4 日は南部中3年生が、15 日は高城中3 年生が、
思春期体験学習で健診のお手伝いをします。

※

　今年度のミニドック〔国保

※７月の受付時間は、いずれも朝７時～９時です。
※子宮検診は８月に行います。後日、問診票と日程などの
　お知らせを郵送します。

２日(水)
３日(木)
４日(金)
８日(火)
９日(水)

７月
受診日 受 診 場 所

芝 崎 会 館
〃
〃

ふれ愛センター
〃

10 日(木)
11 日(金)
16 日(水)
17 日(木)
18 日(金)

ふれ愛センター
〃
〃

清 川 公 民 館
高 城 公 民 館

受診日 受 診 場 所

７月

　８月には下表の通り結果説明会を行います。国保メ
タボ健診の結果、4 0 歳～ 6 4 歳までの必要と思われる
方には、来年２月までの約半年間、月１回程度のメタ
ボ保健指導(特定保健指導)をお勧めします。

１日(金)
５日(火)
６日(水)
８日(金)
19 日(火)

８月
予定日 説 明 場 所

芝 崎 会 館
〃
〃

ふれ愛センター
〃

20 日(水)
22 日(金)
26 日(火)
27 日(水)
29 日(金)

ふれ愛センター
〃
〃

清 川 公 民 館
高 城 公 民 館

予定日 説 明 場 所

８月

メタボ健診(特定健診)・がん検診な
ど〕の予定は下記の通りです。
　〔※国保メタボ健診の受診対象は、町
国民健康保険に加入している40 歳～74

歳の方です〕

　受診を申し込まれた方には、受診日などを記入した
受診カードと問診票を６月下旬から順次お届けしま
す。
　届いたら、受診日と受診場所を確認後、問診票に必
ず記入して、受診カードと共に当日持ってきてくださ
い。なお、国保メタボ健診を申し込んだ方は、受診費
用として６００円もご持参をお願いします。
　もし、指定された受診日に都合が悪いという方は別
の日に受診してください。

４ か 月 児 健 診
(平成20年3月生まれ)

13:00～13:307 月30 日(水)３歳６か月児健診
(平成16年12月・17年1月生まれ)

小学６年生対象(集団)
　

受付時間はいずれも13:00～13:30
※接種の際、保護者の同伴が必要です。

7月28日(月)
7月29日(火)
8 月1日(金)

■高城小・清川小
■南部小
■上南部小・岩代小

高城公民館で
南部公民館で
ふれ愛センターで

7月8 日(火) 13:00～13:20
対象　平成19年4月・5月生まれのお子さん。
　　※場所は、ふれ愛センター

麻しん風しん混合(Ⅰ期)

予 防 接 種 名 実 施 期 間

7月1日(火)～ 10月31日(金)
三 種 混 合(Ⅰ期初回)
三 種 混 合(Ⅰ期追加)

対象のお子さん
●Ⅰ期初回　平成19年12月1日～20年3月31日生まれ
●Ⅰ期追加　平成18年12月1日～19年3月31日生まれ
●７歳半までで、まだ接種を済ませていないお子さん

◎百日ぜき・ジフテリア・破傷風の混合ワクチンです。

　実施期間中、お子さんの体調の良いときに、◎出口産

婦人科(北道)、◎野村小児科内科(同)、◎森上医院(同)、

◎辻村外科(東吉田)、◎ひがし内科クリニック(東本庄)、

◎高城診療所(広野)のいずれかで接種してください。

予 防 接 種 名 実 施 期 間

7 月1日(火)～ 8 月31日(日)
麻しん風しん( Ⅳ期)
(対象：高校３年生相当)

　高校３年生に相当する年齢の方は、実施期間中、◎出口

産婦人科(北道)、◎野村小児科内科(同)、◎森上医院(同)、

◎辻村外科(東吉田)、◎ひがし内科クリニック(東本庄)、

◎高城診療所(広野)のいずれかで接種してください。

上記のいずれも対象のお子さん(方)には案内状
(予診票同封)を送ります。

予 防 接 種 名 実 施 日

※

受 付 時 間
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■■■■■
●10日(木)13:30～15:30
●ふれ愛センターで
◆人権相談(人権擁護委員)
◆行政相談〔国・県・町などへ
　の苦情や要望〕(行政相談員)
◆登記相談(和歌山地方法務局
　田辺支局員)
■■■■■ 　
●当分、閉室します。連絡は教
育学習課(℡74-2191)へ
■■■■■ ( 保健師)
●毎週金曜日9:00～12:00
●ふれ愛センターで
■■■■■
●毎週月～金曜日9:00～16:00
●片町 はあと館で

◆ 24 日(木)13:30～15:30、南
　部公民館(片町)で
　相談員が求人情報を提供、
また求職の相談を受けます。
くわしくは、日高振興局産業
総務課(℡0738-24-2946)へ。

　民生児童委員さんは生活苦、
家族の介護、いじめなど親身
に相談にのってくれます。ま
た行政との橋渡しをしてくれ
ます。特に子どもにかかわる
問題については、地域担当の
民生児童委員さんと一体に
なって活動する主任児童委員
さんもいます。
　近くの民生児童委員さんの
お名前やくわしいことは、保
健福祉課(℡72-2544)へ。

◆休日年金相談窓口開設→
　 12日(土)(9:30～16:00)
◆平日は19:00まで年金相談窓
　口受付時間延長
 くわしくは、同事務所(田辺
市朝日ヶ丘 ℡24-0435)へ。

 月～金曜日 午前8:30～午後5:15
  (月曜日は午後7:00まで・祝日は休み)
 第２土曜日 午前9:30～午後4:00

(ＩＰ電話・ＰＨＳからは℡ 03-6700-1165 へ)

■高城保園児に、高城中学生が
読み聞かせ
■愛之園保、eco 孫爺 おじい
ちゃん・おばあちゃんとお掃除
大作戦
■上南部小、七夕集会
■上南部中、租税教室
■とっておきの会(13:30～・ふ
れ愛センター)

■清川保、避難訓練
■愛之園保、避難訓練
■こひつじランド星の子広場(1
～5 歳)(10:00 ～･ふれ愛セン
ター)
■清川中、授業参観・懇談会・PTA
給食試食会
■４か月児健診(H20年3月生ま
れ)(13:00～･ふれ愛センター)(※
高城中3 年生が思春期体験学習
で健診のお手伝いをします)

■こひつじランド星の子広場(0
～1 歳)(10:00 ～･ふれ愛セン
ター)
■２歳６か月児歯科健診(H17年
12月・H18年1月生まれ)(13:00
～･ふれ愛センター)

■南部幼年長、南部小1年生との
ふれあい(9:30～)
■こひつじランドつどいのひろ
ば・はいはい＆よちよち(10:30
～・ふれ愛センター)
■上南部小、授業参観・地区別懇
談会
■高城小、授業参観・学級懇談
会・字別懇談会
■清川小、全校参観・心肺蘇生法
講習会
■麻しん風しん混合(Ⅰ期)予防
接種(H19年4月・5月生まれ)(13:
00～･ふれ愛センター)
■南部小ＰＴＡ、心肺蘇生法講
習会(19:30～)

■白梅幼、百万遍念仏
■岩代小、きしゅう君の家訪問
■とっておきの会(13:30～・ふ
れ愛センター)
■パパ＆ママセミナー(19:00
～・ふれ愛センター)

■岩代小、授業参観・学級懇談
会・救急救命法講習会
■上南部小5年、宿泊体験活動
■高城小3年・清川小3年、町内
めぐり
■消費生活相談会(13:00～・役
場第1庁舎)
■南部中ＰＴＡ、人権・生活指
導講演会(19:30～)

■ひかり保、終業式(朝顔祭り)
■南部幼、終業式
■愛之園保育園まつり(17:00～)
■南部幼、親子夏まつり(18:00
～)

■南部小5年、キャンプ(堺市立
日高少年自然の家)(～6日)

７月は
◆夏の省エネキャンペーン
(～9月30日)
◆「ダメ。ゼッタイ。」普及運
動(6月20日～7月19日)
◆青少年の非行問題に取り組
む全国強調月間

■岩代小ＰＴＡ、アルミ缶回収
■町消防団第7分団＆日高町消
防団・日高郡激励会(7/27・第22
回県消防ポンプ操法大会に日高
郡代表として出場するため)
(10:00～・町民グラウンド)

■南部保・上南部保・高城保、お
ひさま広場(保育所開放)・七夕
まつり(南部保・上南部保10:00
～、高城保9:30～)
■ひかり保、七夕笹流し
■愛之園保、七夕まつり
■南部幼、七夕まつり
■白梅幼、七夕会
■岩代小、七夕集会
■清川小、七夕集会

■南部保、絵本の読み聞かせ
■こひつじランド第3回育児講
座ベビー・キッズマッサージ(10:30
～・ふれ愛センター)(10日・11
日も同時間・同場所で開催)
■こひつじランドつどいのひろ
ば・マタニティ＊サロン(13:30
～・愛之園保)
■上南部中、授業参観

■南部幼、楽しい昼食会
■南部中、授業参観・学年懇談
会・進路説明会
■高城中、球技大会
■パパ＆ママセミナー(13:30
～・ふれ愛センター)
■人権・行政・登記相談(13:30
～・ふれ愛センター)
■県開設 こうのとり相談(15:30
～17:30・田辺保健所) (不妊に
悩んでいる方々の医学的な相談
や悩みの相談を専門医師がお受
けします。毎月2回開催。事前予
約必要。予約と問い合わせは、田
辺保健所℡22-1200 内線672へ)

■こひつじランドつどいのひろば・
ちくちく(10:00～・愛之園保)
■岩代小、遠洋水泳
■高城中、授業参観・全体会・
学級懇談会
■清川中、心肺蘇生法講習会
■上南部保で、高校生が保育体
験学習(～16日) ■南部保、避難訓練

■こひつじランド第4回育児講
座プール遊び(10:00～・愛之園保)
■こひつじランドつどいのひろば・
きらきら(10:00～・愛之園保)
■高城小ＰＴＡ，心肺蘇生法講
習会(19:30～)
■南部中吹奏楽部、ゆうゆう館
ボランティアコンサート

■高城保、保護者も園児と一緒
に保育所の生活体験(～25日)
■県開設 こうのとり相談(15:30
～17:30・田辺保健所)
■上南部中、親師会研修会(19:
30～)

■愛之園保、プールたっぷり
デー

■高城保、園外保育
■清川保、おひさま広場(保育
所開放)・七夕まつり(10:00～)
■愛之園保年長児、介護老人福
祉施設『虹』訪問
■こひつじランドつどいのひろば・ひ
まわり(10:00～・愛之園保)
■高城小1～3年生に、高城中学
生が読み聞かせ
■10か月児健診(H19年8月・9月
生まれ)(13:00～･ふれ愛センター)
(※南部中3年生が思春期体験学
習で健診のお手伝いをします)◆製品安全点検日

◆全国海難防止強調運動

■高城保、避難訓練(地震想定)
■白梅幼、終了式・参観日
■小・中学校、終業式
■南部小、給食試食会

■上南部保、避難訓練(地震)
■清川小、臨海学習(日高町産湯
海岸)
■清川小5・6年、宿泊研修(～25
日)
■県による巡回職業相談(13:30
～・南部公民館)

■ひかり保、参観日
■南部保、夕涼み会(18:00～)
■上南部保、夕涼み会(19:00～)
■高城保、夕涼み会(19:00～)
■清川保、夕涼み会(19:00～)
■梅の里サマースクール

■白梅幼、夏期保育開始
■二種混合予防接種(高城小6
年・清川小6年対象)(13:00～･
高城公民館)

■こひつじランド星の子広場(0
～1歳)(10:00～･愛之園保)
■南部幼、絵本の読み聞かせ
■高城中、救命救急法講習

■田辺社会保険事務所・休日年
金相談窓口開設(9:30～16:00)

◆国民安全の日

◆川の日

■ひかり保、絵本読み
■南部幼、避難訓練
■こひつじランド星の子広場(1
～5歳)(10:00～･役場第1庁舎)
■岩代小3年生、町内めぐり

■高城小、環境整備作業・空ビ
ン回収
■田辺運転免許センター・日曜
講習日(受講には予約が必要で
す・℡25-2378)
■落語ワールドへようこそ！
(14:00～・生涯学習センター)

　町県民税(普通徴収1期･全
期)/固定資産税(1期･全期)/国民健康
保険税(普通徴収1期･全期)/介護保険
料(普通徴収1期)/後期高齢者医療保険
料(普通徴収1期)
公共下水道受益者負担金
水道料金(5・6月分)・公共下水道使用料
(5・6月分)・農業集落排水使用料(6・7
月分)の各窓口納付

　水道料金(5・6月分)・公共下
水道使用料(5・6月分)・農業集落排水
使用料(6・7月分)の各口座振替

■南部幼年長、お泊まり保育(～
31日)
■南部中、登校日(租税教室、他)
■上南部中、職場体験学習(～31
日)
■３歳６か月児健診(H16 年12
月・H17年1月生まれ)(13:00～･
ふれ愛センター)

■町内水泳大会(小学6 年生対
象)(上南部小プール)
■二種混合予防接種(南部小6年
対象)(13:00～･南部公民館)

■清川保、おひさま広場(保育所
開放)・プール遊び(10:00～)
■二種混合予防接種(岩代小6
年・上南部小6年対象)(13:00～･
ふれ愛センター)

■清川中、ふれ愛キャンプ
■清川中、廃品回収・環境整備
作業(7:30～)
■第22回県消防ポンプ操法大
会(湯浅町)

◆勤労青少年の日

◆社会を明るくする運動
強調月間

◆愛の血液助け合い運動月間
◆海の月間

◆河川愛護月間
◆海岸愛護月間

◆青い羽根募金強調運動
期間(～8月31日)

■介護老人福祉施設『虹』で七
夕虹祭(12:00～)
■福祉職場就職相談会(13:30
～・田辺市 ガーデンホテルハ
ナヨ)(問い合わせは田辺市社協
℡26-4918へ)

◆全国安全週間(1日～7日)
◆全国鉱山保安週間(1日～7日)

◆森と湖に親しむ旬間
(21日～31日)

◆自然に親しむ運動
(21日～8月20日)

ミニドックが始まります
(くわしくは17ページを
ご覧ください)

後期高齢者医療なんでも
相談窓口開設(～25日)
(9:00～19:00・役場第1庁
舎1階保健福祉課内)

＊毎日、＊毎日、＊毎日、＊毎日、＊毎日、夜夜夜夜夜77777 時～時～時～時～時～1111111111時＊時＊時＊時＊時＊

※ダイヤル回線・ＩＰ電話などの方は

携 帯 電 話
プッシュ回線

無 料
秘密厳守( )

■テープ類一斉回収(くわしくは
11ページをご覧ください)

■テープ類一斉回収(くわしくは
11ページをご覧ください)

■南部保・高城保、おひさま広
場(保育所開放)・プール遊び
(10:00～)

■上南部保、おひさま広場(保育
所開放)・プール遊び(10:00～)

■消しゴムはんこで作ろう！
ブックカバーとしおり(くわ
しくは10ページをご覧くださ
い)(14:00～・ゆめよみ館)
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了承をいただいた方だけ
を掲載しています( )

５月末現在(前月比)
男
女
人口
世帯数

５月中の異動

西 岩 代
東 岩 代
受 領
共 和 東
本 郷
共 和 西
西 本 庄
晩稲熊岡

111/129(86.0%)
144/181(79.6%)
35/ 37(94.6%)
213/260(82.0%)
107/129(82.9%)
39/ 77(50.6%)
200/264(75.8%)
135/364(37.1%)

(前月比±0)
(前月比±0)
(前月比±0)
(前月比±0)
(前月比±0)
(前月比±0)
(前月比±0)
(前月比＋2)

公共下水 897/約1,800(49.8%)
(前月比＋11)農業集落排水

(件)(5月31日現在)

出生
死亡
転入
転出

(－ 7人）
(＋ 6人）
(－ 1人）
(＋ 4世帯）

  6,980人
  7,605人
 14,585人
4,725世帯

 9人
13人
22人
19人

　6 月 1 日(日)から改正道交法が施行され、75 歳以上
のドライバーは車の前後にシルバーマーク( もみじ
マーク) を表示することが義務化されました。
　シルバーマークをつけることで、周囲のドライ
バーは「高齢ドライバーか」と分かって、車間距離
を長めにとったりと心づもりして運転できます。ま
た、高齢ドライバーも周囲のドライバーのそうした
心づかいの中で、より安全・安心な運転ができるよ
うになります。
　7 5 歳以上のドライバーの皆さん、自分のため、み
んなのためにシルバーマークをつけましょう。
　なお、シルバーマークをつけないと、違反点1 点と
反則金4,000 円が科されます。

「もっとマナーを!!わかやま」

★飲酒運転の根絶 ★高齢者の交通事故防止
★過労運転・無謀運転の追放

　
( 高速道

路を通行時、着用していない
と違反点1 点が科されます)

　伊藤さんは平成18 年度梅の里交通安全大学の修了生で
す。「運転歴は52 年で、このマークをつけて7 ～8 年にな
ります。修了生として、より交通ルールの遵守を心がけて
運転しています。制限速度をきちんと守り、高速道路など
では後ろに急ぐ車がいれば道を譲るようにしています」

芝、伊藤武好さん(82 歳)

〔※75歳になっていな
くても、モノが見にく
くなった、周りの音が
聞こえにくくなった
などと感じたら、シル
バーマークをつける
ようにしましょう〕
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